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(57)【要約】
　低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネー
トにおける使用に好適な光学フィルム材料が提供される
。本発明の光学フィルム材料は、約７０～約１６０℃の
温度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未
満の線熱膨張係数（ＣＴＥ）を有するか、又は吸湿性か
（例えば、紙に類似した環境湿度吸収（飽湿度として測
定される）を有する）、あるいは両方の、光透過性ポリ
マー光学スペーサ又はキャリアフィルムを含む。カール
の減少（又は排除）を示す光学フィルム－紙ラミネート
（例えば、マイクロオプティックフィルム－パスポート
紙ラミネート）も提供される。本発明のラミネートは、
約１０％未満の最大面外変形を示す。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネートにおける使用に好適な光学フィ
ルム材料であって、前記光学フィルム材料は、約７０～約１６０℃の温度範囲にわたって
約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満の線熱膨張係数を有するか、又は吸湿性の、光透過
性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムを含み、前記光学フィルム材料は、約７ニ
ュートン／センチメートルより大きな引張り強さを示す、光学フィルム材料。
【請求項２】
　前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、約７０～約１６０℃の温
度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満の線熱膨張係数を有し、二軸延伸
ポリエチレンナフタレートから準備される、請求項１に記載の光学フィルム材料。
【請求項３】
　前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、吸湿性であり、二軸延伸
ポリアミドから準備される、請求項１に記載の光学フィルム材料。
【請求項４】
　前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、紙に類似した、飽湿度と
して測定される環境湿度吸収を有する、請求項１に記載の光学フィルム材料。
【請求項５】
　（ａ）前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムと、
　（ｂ）前記ポリマーフィルム上又は前記ポリマーフィルム内に位置する、画像アイコン
の１つ以上の配置と、
　（ｃ）合焦要素の１つ以上の配置とを備え、
　前記画像アイコン及び合焦要素の配置は、画像アイコンの前記１つ以上の配置が、合焦
要素の前記１つ以上の配置を通して見られた場合に、１つ以上の合成画像が投影されるよ
うに構成される、請求項１に記載の光学フィルム材料。
【請求項６】
　前記フィルムへの、画像アイコンの前記１つ以上の配置及び合焦要素の前記１つ以上の
配置の適用の前に、１つ以上の接着プライマーが前記ポリマーフィルムに適用される、請
求項５に記載の光学フィルム材料。
【請求項７】
　前記ポリマーフィルムは、ポリエチレンナフタレート、二軸延伸ポリアミド、及びこれ
らの組み合わせの群から選択される材料から準備され、
　前記１つ以上の接着プライマーは、必要に応じてブロックイソシアネートと化合させら
れた、ポリウレタンディスパージョンである、請求項６に記載の光学フィルム材料。
【請求項８】
　約６０ミクロン未満の厚さを有する、請求項１に記載の光学フィルム材料。
【請求項９】
　約１９～約３５ミクロンの範囲の厚さを有する、請求項８に記載の光学フィルム材料。
【請求項１０】
　前記フィルム材料と紙表面との間に位置する１つ以上の接着剤を用いて紙の表面にラミ
ネートされた、請求項１に記載の前記光学フィルム材料を備える、低カール性又は無カー
ル性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１１】
　前記光学フィルム－紙ラミネートは、約１０％未満の最大面外変形を示す、請求項１０
に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１２】
　前記光学フィルム材料の前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、
約７０～約１６０℃の温度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満の線熱膨
張係数を有し、二軸延伸ポリエチレンナフタレートから準備される、請求項１０に記載の
低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
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【請求項１３】
　前記光学フィルム材料の前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、
吸湿性であり、二軸延伸ポリアミドから準備される、請求項１０に記載の低カール性又は
無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１４】
　前記光学フィルム材料の前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、
紙に類似した、飽湿度として測定される環境湿度吸収を有する、請求項１０に記載の低カ
ール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１５】
　前記フィルム材料と前記紙表面との間に位置する前記１つ以上の接着剤は、熱活性化接
着剤、ヒートシール性接着剤、及びこれらの組み合わせの群から選択される、請求項１０
に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１６】
　前記１つ以上の接着剤は、少なくとも約７０～約１６０℃の熱活性化温度を有する、請
求項１５に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１７】
　前記１つ以上の接着剤は、エチレン酢酸ビニル、酢酸ビニル－エチレン、ポリウレタン
、ポリ酢酸ビニル、アクリレート及びメタクリレート、ポリエチレン、シリコーン及びエ
ポキシ、並びに、これらのコポリマー混合物の群から選択され、必要に応じて、架橋添加
剤、粘着付与剤、及びこれらの組み合わせの群から選択される１つ以上の添加剤を更に含
む、請求項１６に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項１８】
　前記紙は、２つの対向する側を有し、各側が全表面積を有する、セキュリティ又は識別
関連の紙文書である、請求項１０に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラ
ミネート。
【請求項１９】
　前記光学フィルム材料は、前記紙文書の一方の側の前記全表面積の約１～約１６％を覆
う、ストライプ又はパッチのいずれかの形態である、請求項１８に記載の低カール性又は
無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項２０】
　前記セキュリティ又は識別関連の紙文書は、銀行券である、請求項１９に記載の低カー
ル性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項２１】
　前記光学フィルム材料は、前記紙文書の一方の側の前記全表面積の約１６超～約１００
％を覆う、請求項１８に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項２２】
　前記セキュリティ又は識別関連の紙文書は、パスポート紙又はＩＤカードである、請求
項２１に記載の低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項２３】
　パスポート文書を他のパスポート文書から区別するための固有の個人情報を含む、パス
ポート紙データページと、
　前記フィルム材料と前記データページとの間に位置する１つ以上の接着剤を用いて前記
データページの表面にラミネートされる、マイクロオプティックフィルム材料と備え、前
記マイクロオプティックフィルム材料は、約７０～約１６０℃の温度範囲にわたって約２
５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満の線熱膨張係数を有するか、又は吸湿性の、光透過性ポ
リマー光学スペーサ又はキャリアフィルムを含み、前記マイクロオプティックフィルム材
料は、約７ニュートン／センチメートルより大きな引張り強さを示す、マイクロオプティ
ックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネートである、請求項１０に記載の低カー
ル性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネート。
【請求項２４】



(4) JP 2014-528850 A 2014.10.30

10

20

30

40

50

　前記マイクロオプティックフィルム材料は、（ａ）前記光透過性ポリマー光学スペーサ
又はキャリアフィルムと、（ｂ）前記ポリマーフィルム上又は前記ポリマーフィルム内に
位置する画像アイコンの１つ以上の配置と、（ｃ）合焦要素の１つ以上の配置とを備え、
前記画像アイコン及び合焦要素の配置は、画像アイコンの前記１つ以上の配置が、合焦要
素の前記１つ以上の配置を通して見られた場合に１つ以上の合成画像が投影されるように
構成される、請求項２３に記載の低カール性又は無カール性マイクロオプティックフィル
ム－パスポート紙セキュリティラミネート。
【請求項２５】
　前記１つ以上の合成画像は、前記パスポート紙データページ上の静的２次元画像と組み
合わされるか、又は位置合わせされる、請求項２４に記載の低カール性又は無カール性マ
イクロオプティックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネート。
【請求項２６】
　前記１つ以上の接着剤によって形成される層上に印刷されたデータが位置し、前記印刷
されたデータは、接着剤層と前記データページとの間に位置し、これにより、前記ラミネ
ートを認証する別の手段を提供する、請求項２３に記載の低カール性又は無カール性マイ
クロオプティックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネート。
【請求項２７】
　約１０００ミクロン未満の厚さを有する、請求項２３に記載の低カール性又は無カール
性マイクロオプティックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネート。
【請求項２８】
　約５０～約５００ミクロンの範囲の厚さを有する、請求項２７に記載の低カール性又は
無カール性マイクロオプティックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネート。
【請求項２９】
　約１５０～約２５０ミクロンの範囲の厚さを有する、請求項２８に記載の低カール性又
は無カール性マイクロオプティックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネート。
【請求項３０】
　請求項１に記載の前記光学フィルム材料を製造する方法であって、前記方法は、約７０
～約１６０℃の温度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満の線熱膨張係数
を有するか、又は吸湿性の、光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムを、合
焦要素及び画像アイコンの前記配置の間に使用することを含む、方法。
【請求項３１】
　前記光学フィルム材料は、前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムと
、合焦要素及び画像アイコンの前記配置との間に、１つ以上の接着プライマー層を更に備
える、請求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、ポリエチレンナフタレー
ト、二軸延伸ポリアミド、及びこれらの組み合わせの群から選択される材料から準備され
、前記１つ以上の接着プライマー層は、必要に応じてブロックイソシアネートと化合させ
られた、ポリウレタンディスパージョンから準備される、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　請求項１０に記載の前記低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネートを製造
する方法であって、前記方法は、前記光学フィルム材料を１つ以上の接着剤を使用して前
記紙の表面にラミネートすることを含む、方法。
【請求項３４】
　光学フィルム－紙ラミネートにおけるカールを減少させるか又は排除する方法であって
、前記方法は、約７０～約１６０℃の温度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－
℃未満の線熱膨張係数を有するか、又は吸湿性の、光透過性ポリマー光学スペーサ又はキ
ャリアフィルムを、合焦要素及び画像アイコンの配置の間に使用して、約７ニュートン／
センチメートルより大きな引張り強さを示す光学フィルム材料を作製し、次に、前記光学
フィルム材料を紙表面にラミネートすることを含む、方法。
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【請求項３５】
　前記光学フィルム材料は、前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムと
、合焦要素及び画像アイコンの前記配置との間に、１つ以上の接着プライマー層を更に備
える、請求項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムは、ポリエチレンナフタレー
ト、二軸延伸ポリアミド、及びこれらの組み合わせの群から選択される材料から準備され
、前記１つ以上の接着プライマー層は、必要に応じてブロックイソシアネートと化合させ
られた、ポリウレタンディスパージョンから準備される、請求項３５に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２０１１年６月２８日に出願された米国特許仮出願第６１／５０１，９９３
号の優先権を主張するものであり、当該出願はその全体が参照によって本明細書中に援用
される。
【０００２】
　本発明は一般に、光学フィルム－紙ラミネートに関し、より詳細には、カールの減少（
又は排除）を示すマイクロオプティックフィルム－セキュリティ紙（例えば、パスポート
紙）ラミネートに関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景としては、合成画像を提示するマイクロオプティックフィルムが、パスポートデー
タページを保護する熱ラミネートとして使用するために求められている。しかし、標準的
なマイクロオプティックフィルム材料を、熱活性化された接着剤と組み合わせてデータペ
ージにラミネートしようとする試みは、得られる構造がカールする強い傾向のために問題
がある。そのような場合、接合されたフィルム材料及び紙が冷えるにつれて端が持ち上が
り始め、フィルム材料を有する側に向けてカールする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明者らによる、カール挙動の原因の長期にわたる調査は、接着剤も、キャストされ
たマイクロオプティックフィルム構成材も、ラミネーションの後のカールに大きく寄与し
てはいないということを示した。しかし、マイクロオプティックフィルム材料内の光学ス
ペーサ材料（すなわち、従来の二軸延伸ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ））が、観
察されるカール効果の大きな原因となっていることが発見された。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　光学スペーサ材料を、以下に記載するラミネート温度における減少した長さ寸法変化を
有するか又は吸湿性の、あるいは両方のフィルム材料に置き換えることによって、マイク
ロオプティックラミネート構造の正味のカールは大幅に減少し又は排除された。
【０００６】
　本発明は、従って、低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネートにおける使
用に好適な光学フィルム材料を提供し、この光学フィルム材料は、約７０～約１６０℃の
温度範囲にわたって約２５×１０－６ミリメートル（ｍｍ）／ｍｍ－℃未満の線熱膨張係
数（ｌｉｎｅａｒ　ｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅｒｍａｌ　ｅｘｐａｎｓｉｏ
ｎ）（ＣＴＥ）を有するか、又は吸湿性の（例えば、紙に類似した環境湿度吸収（飽湿度
として測定される）を有する）、あるいは両方の、光透過性ポリマー光学スペーサ又はキ
ャリアフィルムを含み、この光学フィルム材料は必要に応じて約７ニュートン（Ｎ）／セ
ンチメートル（ｃｍ）より大きな、好ましくは約１５Ｎ／ｃｍより大きな引張り強さを示
す。
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【０００７】
　一つの例示的実施形態では、本発明の光学フィルム材料の光透過性ポリマー光学スペー
サ又はキャリアフィルムは、約７０～約１６０℃の温度範囲にわたって約２５×１０－６

ｍｍ／ｍｍ－℃未満の線熱膨張係数を有し、二軸延伸ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ
）から準備される。別の例示的実施形態では、光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリ
アフィルムは吸湿性であり、二軸延伸ポリアミド（ＢＯＰＡ）又はナイロン６から準備さ
れる。
【０００８】
　本発明は、フィルム材料と紙表面との間に位置する１つ以上の接着剤（例えば、熱活性
化及び／又はヒートシール性接着剤）を用いて紙の表面にラミネートされた上述の光学フ
ィルム材料を含む、低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネートを更に提供す
る。
【０００９】
　本明細書中で使用される用語「低カール性」は、約１０％未満（例えば、１０．２ｃｍ
×１０．２ｃｍのシートについて約１０ミリメートル（ｍｍ）未満）の最大面外変形を意
味することが意図される。本明細書中で使用される用語「吸湿性」は、２４時間の期間に
わたる１パーセント（１％）より大きな吸水率を意味することが意図される（ＡＳＴＭ　
Ｄ５７０）。本明細書中で使用される用語「引張り強さ」は、光学フィルム材料の接合さ
れた表面を引き離すために必要とされる強さを意味することが意図される（ＡＳＴＭ　＃
　Ｄ９０３－９８、修正）。ＡＳＴＭ　＃　Ｄ９０３－９８は、以下の程度まで修正され
た。（装置の）セクション４において、動力駆動のマシンの代わりに、ハンドクランクが
使用された。セクション５（試験体）において、条件付きサンプル測定２５ｍｍ×３０８
ｍｍの代わりに、無条件サンプル測定２５ｍｍ×７５ｍｍが使用された。報告された値は
、サンプルのうちの最大強度値の平均として計算された。
【００１０】
　本発明の光学フィルム材料は、（ａ）上述の光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリ
アフィルムと、（ｂ）ポリマーフィルム上又はポリマーフィルム内に位置する、画像アイ
コン（例えば、マイクロサイズの画像アイコン）の１つ以上の配置と、（ｃ）合焦要素（
例えば、マイクロレンズ）の１つ以上の配置とを基本的に含む。画像アイコン及び合焦要
素の配置は、画像アイコンの配置（１つ又は複数）が、合焦要素の配置（１つ又は複数）
を通して見られた場合に、１つ以上の合成画像が投影されるように構成される。これらの
投影される画像は、複数の異なる光学効果を示してもよい。
【００１１】
　以下により詳細に説明するように、ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムへの、
合焦要素及び画像アイコンの配置の接着性を向上させるために、フィルムへのこれらの配
置の適用の前に、１つ以上の接着プライマーがキャリアフィルムに適用されてもよい。
【００１２】
　約７０～約１６０℃の温度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満のＣＴ
Ｅを有するか又は吸湿性の、あるいは両方の光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリア
フィルムは以下に限定されないが、ＰＥＮ、ＢＯＰＡ又はナイロン６、及びこれらの組み
合わせを含む材料から準備される。ＰＥＮフィルムは、約２１．６×１０－６ｍｍ／ｍｍ
－℃という比較的低いＣＴＥを有し、ＢＯＰＡ又はナイロン６フィルムは、紙（例えば、
セキュリティ紙）に類似した寸法増加が結果として得られる湿気吸収特性を有する。
【００１３】
　本発明のラミネートで使用するための考えられる紙は、セルロースベースの紙、コット
ン紙、ハイブリッド紙、リネン紙、その他のタイプのセキュリティ紙、及びこれらの混合
物を構成してもよく、そして、パスポート紙、銀行券、ＩＤカード、金融書類、入場許可
証（ｅｎｔｒｙ　ｐａｓｓｅｓ）、所有権証、査証、出生及び死亡証明書、及び任意のそ
の他のセキュリティ又は識別関連の紙文書などの、セキュリティ紙の形態を取ってもよい
。
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【００１４】
　本発明のラミネートにおける使用に好適な熱活性化又はヒートシール性接着剤は、少な
くとも約７０～約１６０℃の熱活性化温度を有する。そのような接着剤は、エチレン酢酸
ビニル（ｅｔｈｙｌｅｎｅ　ｖｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ）、酢酸ビニル－エチレン（ｖ
ｉｎｙｌ　ａｃｅｔａｔｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ）、ポリウレタン、ポリ酢酸ビニル、アク
リレート及びメタクリレート、ポリエチレン、シリコーン及びエポキシ、並びにこれらの
コポリマー混合物を含む。これらの接着剤は、イソシアネート、ブロックイソシアネート
、アジリジン、シランなどの架橋添加剤、又は芳香族炭化水素粘着付与剤などのその他の
添加剤を含んでもよい。
【００１５】
　一つの例示的実施形態では、本発明のラミネートは、低カール性又は無カール性マイク
ロオプティックフィルム－パスポート紙セキュリティラミネートであり、これは、
　パスポート文書を他のパスポート文書から区別するための固有の個人情報を含む、パス
ポート紙データページと、
　フィルム材料とデータページとの間に位置する１つ以上の接着剤（例えば、熱活性化又
はヒートシール性接着剤）を用いてデータページの表面にラミネートされる、上述の光透
過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムを含むマイクロオプティックフィルム材
料とを含む。
【００１６】
　パスポート紙データページ表面にラミネートされた場合、マイクロオプティックフィル
ム材料によって生成される光学効果は、パスポート文書を認証するのに役立ち、同時に、
マイクロオプティックフィルム材料自体は、下層のデータを改ざん又は不正操作から保護
するのに役立つ。
【００１７】
　本発明は、低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネートにおける使用に好適
な光学フィルム材料を製造する方法を更に提供し、この光学フィルム材料は、合焦要素の
１つ以上の配置と、画像アイコンの１つ以上の配置とから構成され、この方法は、約７０
～約１６０℃の温度範囲にわたって約２５×１０－６ｍｍ／ｍｍ－℃未満のＣＴＥを有す
る、又は吸湿性の、あるいは両方の、光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィル
ムを、合焦要素及び画像アイコンの配置の間に使用することを含む。
【００１８】
　本発明は、低カール性又は無カール性光学フィルム－紙ラミネートを製造する方法を更
に提供し、この方法は、上述の光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィルムを含
む光学フィルム材料を、１つ以上の接着剤（例えば、熱活性化又はヒートシール性接着剤
）を使用して、紙の表面にラミネートすることを含む。
【００１９】
　本発明は、光学フィルム－紙ラミネートにおけるカールを減少させるか又は排除する方
法を更に提供し、この方法は、上述の光透過性ポリマー光学スペーサ又はキャリアフィル
ムを合焦要素及び画像アイコンの配置の間に使用して光学フィルム材料を作製し、次に光
学フィルム材料を紙表面にラミネートすることを含む。
【００２０】
　本発明のその他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明及び添付の図面から当業者にとっ
て明らかとなるであろう。特に定義しない限り、本明細書中で使用される全ての技術及び
科学用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般的に理解されるものと同じ意
味を有する。本明細書中で言及される全ての出版物、特許出願、特許、及びその他の参考
文献は、それらの全体が参照によって本明細書中に援用される。矛盾がある場合は、定義
を含め、本明細書が優先される。加えて、材料、方法及び実施例は例示にすぎず、限定す
ることを意図するものではない。
【００２１】
　本発明は、以下の図面を参照すればよりよく理解されるであろう。図面全体を通して、
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一致する参照番号は、対応する部分を示し、図面中の構成要素は、必ずしも縮尺通りでは
なく、代わりに、本開示の原理を明確に説明することに重点が置かれている。例示的実施
形態が、図面と関連して開示されるが、本開示を、本明細書中で開示される１つ又は複数
の実施形態に限定する意図はない。むしろ、全ての代替、修正、及び等価物を網羅するこ
とを意図している。
【００２２】
　開示される発明の特定の特徴について、添付の図面を参照することによって説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】パスポート冊子の斜視図である。
【図２】パスポート冊子の前表紙の裏における本発明のマイクロオプティックフィルム－
パスポート紙データページセキュリティラミネートの例示的実施形態を示す、部分的に開
いたパスポート冊子の斜視図である。
【図３】図２に示すマイクロオプティックフィルム－パスポート紙データページセキュリ
ティラミネートの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　本発明の光学フィルム材料は、ラミネーション時に望ましくない紙カールを発生させな
い、紙（例えば、パスポート紙データページ）のための熱ラミネートとして使用されても
よい。その上、本発明の光学フィルム材料が向上した引張り強さを更に示す場合、セキュ
リティラミネートとしての好適性が増加する。
【００２５】
　本発明の光学フィルム材料及びラミネートは、主として、パスポート紙データページの
ための熱ラミネートとして使用されるマイクロオプティックフィルム材料として本明細書
中に記載されるが、これに限定されないということに留意されたい。マクロオプティック
フィルム材料及び多数の紙タイプも考えられる。例として、本発明は、銀行券への適用例
について、特に表面に適用されるマイクロオプティックフィルムのストライプ又はパッチ
について考慮されてもよい。周知のように、マイクロレンズベースの光学フィルム材料は
通常、紙の製造中に部分的にセキュリティ紙の表面内に埋め込まれるか又は表面上に貼り
付けられる非常に細いスレッド、ストリップ又はリボンの形態で使用される。より幅の広
い表面に適用される光学フィルム材料については、これらのフィルム材料が銀行券の表面
上に位置付けられるとカールすることが観察されている。本発明によって提供される低減
されたカールの特徴は、より幅の広いストライプの銀行券内でのカールなしでの適用を可
能にする。更なる例として、本発明は、商標保護のための偽造防止ラベルでの使用につい
て考慮されてもよい。
【００２６】
　次に図面を詳細に参照すると、本発明のマイクロオプティックフィルム－パスポート紙
データページセキュリティラミネートの例示的実施形態を利用するパスポート文書が示さ
れている。パスポート文書及び例示的実施形態の以下の説明は、網羅的であることも、そ
の中に示される正確な形態に本発明を限定することも意図するものではない。
【００２７】
　図１には、一般的なパスポート冊子１０が示されており、冊子は、ビニールなどの耐久
性のあるカバー１４の内部で綴じられた、いくつかの紙ページ１２から構成される。本発
明は、特に、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）によって公布された仕様に準拠するマシンリ
ーダブルパスポート（ＭＰＲ）に関する。そのようなパスポートは、機械により読み取り
可能です、かつ世界中の全てのＩＣＡＯ準拠を受けた国（ＩＣＡＯ－ｃｏｍｐｌｉａｎｔ
　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　Ｓｔａｔｅｓ）の間で相互利用可能となる。
【００２８】
　パスポートが個人によって要求される場合、発行事務所は、個人の写真画像、特定の識
別データ、及び機械可読である選択されたデータを含む適切なデータを、好適なコンピュ
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ータ／プリンタ結合システム内に入力することによって、標準ＩＣＡＯ準拠パスポートを
パーソナライズする。パスポート紙データページ（これは、多くの場合、各パスポート冊
子の前表紙の裏の中に位置する、第１の紙ページである）が、次に、所望される情報の全
てがこのページ上に転写されるように印刷される。例えばホログラムを含む、従来の透明
なラミネートシートの代わりに、本発明のマイクロオプティックフィルム材料（及び、適
用された接着剤（例えば、熱活性化又はヒートシール性接着剤））が、次に、データペー
ジの印刷された表面にラミネートされる。特に、適切なサイズの、かつ接着剤を有する側
がページに向くように配置された、本発明のフィルム材料を有するパスポート冊子内のデ
ータページが、パスポートラミネータ通過させられ、このパスポートラミネータは、熱活
性化又はヒートシール性接着剤を活性化するための、熱、圧力、及び時間の好適な組み合
わせを提供する。パスポート冊子がラミネータから取り出された場合、マイクロオプティ
ックフィルム材料は、データページ上の所定の位置にしっかりと接合されている。同様の
プロセスが、査証文書をパーソナライズする場合にも使用される。
【００２９】
　図２は、パスポート冊子１０の前表紙１８を開いた後の、冊子の第１ページ上に位置す
る、本発明のマイクロオプティックフィルム－データページラミネート１６の例示的実施
形態を示すように開かれた、図１のパスポート冊子１０を示す。マイクロオプティックフ
ィルム材料２０は、隅２４において、データページ２２から部分的に剥離されて示されて
いる。データページ２２は、写真区域２２ａと、所持者データ区域２２ｂと、機械可読区
域２２ｃとを含む。
【００３０】
　パスポート冊子１０の前表示１８上に位置するラミネート１６の層構造が、図３に示さ
れている。ラミネート１６は、データページ２２と、熱活性化又はヒートシール性接着剤
層２６と、マイクロオプティックフィルム材料２０とから構成され、マイクロオプティッ
クフィルム材料２０は、光透過性ポリマー基板２８と、マイクロレンズのアレイ３０と、
画像アイコンのアレイ３２とから構成される。上述のように、パスポートデータページ表
面にラミネートされた場合、マイクロオプティックフィルム材料２０によって生成される
光学効果は、パスポート冊子１０を認証するのに役立ち、同時に、マイクロオプティック
フィルム材料自体は、下層のデータを改ざん又は不正操作から保護するのに役立つ。
【００３１】
　約６０ミクロン未満（より好ましくは、約１９～約３５ミクロン）の好ましい厚さを有
する本発明の光学フィルム材料（例えば、マイクロオプティックフィルム材料２０）は、
Ｓｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米国特許第７，３３３，２６８号明細書
、Ｓｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米国特許第７，４６８，８４２号明細
書、Ｓｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米国特許第７，７３８，１７５号明
細書、及びＳｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米国特許出願公開第２０１０
／０３０８５７１Ａ１号明細書の教示に従って準備されてもよく、当該特許及び特許出願
公開の全ては、本明細書中に完全に記載されたかのように、参照によって本明細書中に完
全に援用される。これらの参照文献に記載されているように、合焦要素及び画像アイコン
のアレイは、アクリル、ポリエステルアクリレート（ａｃｒｙｌａｔｅｄ　ｐｏｌｙｅｓ
ｔｅｒｓ）、ウレタンアクリレート（ａｃｒｙｌａｔｅｄ　ｕｒｅｔｈａｎｅｓ）、エポ
キシ、ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリエステル、ウレタンなどのような、実質
的に透明又はクリアな色付き又は無色のポリマーなどの様々な材料から、押出加工（例え
ば、押出エンボス加工、ソフトエンボス加工）、放射線硬化キャスティング、及び射出成
形、反応性射出成形、及び反応性キャスティングを含む、マイクロオプティック及び微細
構造複製の技術分野において周知の多様な方法を使用して形成されてもよい。Ｈｏｆｆｍ
ｕｌｌｅｒ（ホフミューラー）らの米国特許出願公開第２０１０／０１０９３１７Ａ１号
明細書に記載されているものなどの、１．５、１．６、１．７、又はそれよりも大きな屈
折率（５８９ｎｍ、２０℃における）を有する、高屈折率の、色付き又は無色の材料も、
本発明の実施において使用されてもよい。
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【００３２】
　その他のマイクロオプティックフィルム材料の構成、及び製造方法は、Ｃｏｍｍａｎｄ
ｅｒ（コマンダー）らの米国特許第７，８３０，６２７号明細書、ｋａｕｌｅ（カーウレ
）らの米国特許第８，１４９，５１１号明細書、ｋａｕｌｅ（カーウレ）らの米国特許出
願公開第２０１０／０１７７０９４号明細書、ｋａｕｌｅ（カーウレ）らの米国特許出願
公開第２０１０／０１８２２２１号明細書、ｋａｕｌｅ（カーウレ）らの欧州特許第２１
６２２９４号明細書、ｋａｕｌｅ（カーウレ）らの欧州特許出願公開第０８７５９３４２
．２号明細書（又は欧州特許公開第２１６４７１３号明細書）に見出すことができる。
【００３３】
　本発明の光学フィルム材料の製造の例示的方法は、画像アイコンを、ポリマー基板又は
光学スペーサ（例えば、ＰＥＮ）に対してキャストされる放射線硬化液晶ポリマー（例え
ば、ウレタンアクリレート）内の空隙として形成し、次に、ポリマー基板の反対面上の放
射線硬化ポリマーから、レンズとしての合焦要素を、画像アイコンに対して正しく位置合
わせ又はスキューさせて形成し、次に、アイコン空隙を、フィルム表面に対するグラビア
様のドクターブレーディングによって、サブミクロン粒子の色素性着色剤で充填し、充填
物を、好適な手段（例えば、溶剤除去、放射線硬化、又は化学反応）によって凝固させる
、ということである。
【００３４】
　必要なＣＴＥをラミネート温度範囲にわたって示すか、又は吸湿性の、あるいは両方の
、ポリマー基板又は光学スペーサ（例えば、光透過性ポリマー基板２８）は、以下に限定
されないが、（ＢＯＰＡ又はナイロン６などの）ポリアミド、ＰＥＮ、及びこれらの組み
合わせを含む材料から準備されるものとして、以前に説明した。
【００３５】
　本発明の光学フィルム材料内のポリマー基板又は光学スペーサへの、合焦要素及び画像
アイコンの配置の接着性（すなわち、接合又は引張り強さ）を向上させるために、基板へ
のこれらの配置の前に、１つ以上の接着プライマーがポリマー基板に適用されてもよい。
例えば、ポリアミド（例えば、ＢＯＰＡ又はナイロン６）あるいはＰＥＮが光透過性ポリ
マー基板として使用される場合、以下のプライマーが、ポリマー基板への合焦要素及び画
像アイコンの配置の接着又は接合強度を増加させることが見出されている。Ｈ．Ｂ．Ｆｕ
ｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ（Ｈ．Ｂ．フラー・カンパニー）（１２００　Ｗｉｌｌｏｗ　
Ｌａｋｅ　Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ，Ｐ．Ｏ．Ｂｏｘ　６４６８３，Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ　
５５１６４－０６８３（５５１６４－０６８３、ミネソタ州、セントポール、ウィロー・
レーク・ブールバール１２００、Ｐ．Ｏ．ボックス６４６８３））（”Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌ
ｅｒ”（「Ｈ．Ｂ．フラー」））から製品記号ＷＤ４０４７接着プライマーとして入手可
能な、ポリウレタンディスパージョン（３５％固体）、Ｂａｘｅｎｄｅｎ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ（バクセデン・ケミカルズ・リミテッド）（Ｗｏｒｓｌｅｙ　Ｓ
ｔｒｅｅｔ，Ｒｉｓｉｎｇ　Ｂｒｉｄｇｅ，Ａｃｃｒｉｎｇｔｏｎ　ＢＢ５２ＳＬ，Ｕｎ
ｉｔｅｄ　Ｋｉｎｇｄｏｍ（英国、ＢＢ５２ＳＬ、アクリントン、ライジング・ブリッジ
、ワーズリー・ストリート））から入手可能な、ブロックイソシアネートと化合させられ
たポリウレタンディスパージョン（３５％固体）、及び、Ｃｒｏｗｎ　Ｒｏｌｌ　Ｌｅａ
ｆ，Ｉｎｃ．，（クラウン・ロール・リーフ・インク）（９１　Ｉｌｌｉｎｏｉｓ　Ａｖ
ｅｎｕｅ，Ｐａｔｅｒｓｏｎ，Ｎｅｗ　Ｊｅｒｓｅｙ　０７５０３　ＵＳＡ（米国、０７
５０３、ニュージャージー州、パターソン、イリノイ・アベニュー９１））（”Ｃｒｏｗ
ｎ　Ｒｏｌｌ　Ｌｅａｆ”（「クラウン・ロール・リーフ」））から入手される、ポリウ
レタン接着プライマー。
【００３６】
　本発明の光学フィルム材料は、Ｓｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米国特
許第７，３３３，２６８号明細書、Ｓｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米国
特許第７，４６８，８４２号明細書、Ｓｔｅｅｎｂｌｉｋ（スティーンブリック）らの米
国特許第７，７３８，１７５号明細書、及びＣｒａｎｅ（クレーン）らの米国特許出願公
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開第２００７／０２７３１４３号明細書に記載されているものなどの、追加の特徴を含ん
でもよい。例として、光学フィルム材料によって生成される合成的に拡大された画像を、
パスポート紙データページ上の静的２Ｄ画像と組み合わせる、又は位置合わせすることに
よって、強化された光学的可変効果が形成されてもよい。加えて、熱活性化又はヒートシ
ール性接着剤が、光学フィルム材料の画像アイコン側上に適用された後、ラミネーション
の前に、データが接着剤上に直接印刷されてもよく、これにより、紙文書を認証する別の
手段が提供される。
【００３７】
　本発明の光学フィルム材料は、従来のラミネーション技術を使用して、例えば、光学フ
ィルム材料の画像アイコン側に接着剤を適用し、フィルム材料の接着剤を有する側を紙上
に配置し、次に、しっかりした接合を形成するよう接着剤を活性化するための、十分な時
間にわたって、かつ十分な温度において、層構造に圧力を加えることによって、紙にラミ
ネートされる。得られるラミネートは、約１０００ミクロン未満の、より好ましくは、約
５０～約５００ミクロンの、最も好ましくは、約１５０～約２５０ミクロンの厚さを有す
る。
【００３８】
　銀行券などの紙については、光学フィルム材料は、銀行券の一方の側の全表面積の約１
～約１６％を覆うストライプ又はパッチの形態を取ってもよい。パスポート紙又はＩＤカ
ードなどの紙については、光学フィルム材料は、紙又はカードの一方の側の全表面積の全
て又は一部（例えば、全表面積の約１６超～約１００％）を覆ってもよい。
【００３９】
　本発明の態様について、ここで、以下の非限定的な実施例を参照することによって更に
説明する。
【００４０】
実施例
　２５．４ミクロン、５０．８ミクロン、又は７６．２ミクロンの厚さを有するマイクロ
オプティックフィルムサンプルが、所与の厚さにおける各サンプルについて、以下の表１
に示すようにポリマー基板又は光学スペーサ材料が異なることを除き、同じ方法及び構成
材料を使用して製造され、最終的なラミネートにおけるカールへの寄与が測定された。
【００４１】
　製造されたマイクロオプティックフィルムサンプルは、約１０．２ｃｍ×１０．２ｃｍ
に切断され、次に、ポリウレタンベースの接着剤の組み合わせが、それぞれの切断された
フィルムサンプルの画像アイコン側に適用された。第１の適用例では、Ｈ．Ｂ．Ｆｕｌｌ
ｅｒ（Ｈ．Ｂ．フラー）から製品記号ＷＤ４０４７接着プライマーとして取得されたポリ
ウレタンディスパージョン（３５％固体）の５ミクロンの厚さの層が適用され、サンプル
は、３８℃（１００°Ｆ）の温度において、２分間、オーブン内で乾燥させられた。第２
の適用例では、Ｃｒｏｗｎ　Ｒｏｌｌ　Ｌｅａｆ（クラウン・ロール・リーフ）から取得
されたポリウレタン接着プライマーの５ミクロンの厚さの層が適用され、サンプルは、や
はり、３８℃（１００°Ｆ）の温度において、２分間、オーブン内で乾燥させられた。そ
れぞれの得られたサンプルは、次に、パスポート紙のサンプルシートに対して配置され、
次に、ラミネーションのために、サンプルパスポート冊子の内部に配置された。サンプル
冊子は、次に、パスポートラミネータ（すなわち、ＴＬＣ　Ｔｈｅｒｍａｌ　Ｌａｍｉｎ
ａｔｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（ＴＬＣサーマル・ラミネーティング・コーポレー
ション）（Ｅｖａｎｓｔｏｎ，ＩＬ　６０２０２（６０２０２、イリノイ州、エバンスト
ン））のＭｏｄｅｌ　５０００Ｔ　Ｗｉｄｅ　Ｐｏｕｃｈ　Ｌａｍｉｎａｔｏｒ（モデル
５０００Ｔワイド・パウチ・ラミネータ））を通過させられ、１３５℃（２７５°Ｆ）の
温度でラミネートされた。各サンプル冊子は、約１．４キログラムの荷重が冊子に加えら
れて、数分間冷やすことが許容され、テストサンプルシートが、次に、冊子から取り外さ
れた。
【００４２】
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　サンプルを平らな面上に配置し、次に、２つのカールした端の中点における高さの平均
を取ることによって、次に、それぞれのラミネートされたテストサンプルのカールが測定
された。結果は以下の表１に示されている。
【表１】

　表１に示されている結果から容易に明らかとなるように、マイクロオプティックフィル
ム材料内のポリマー基板又は光学スペーサとして、ナイロン６又はＰＥＮのいずれかが使
用された、マイクロオプティックフィルム－パスポート紙ラミネートが、カールの顕著な
減少を示した。
【００４３】
　本発明の様々な実施形態について上記で説明したが、これらは、限定としてではなく、
例として示されたにすぎないということを理解されたい。従って、本発明の広さ及び範囲
は、例示的実施形態のうちのいずれによっても限定されるべきではない。
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